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新
潟
県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を

こ
こ

に
公

布
す

る
。

 

令
和
４
年
３
月
2
9
日
 

新
潟
県
知
事
 
 

花
 

角
 

 
英

 
世

 

新
潟
県
規
則
第
3
4
号
 

新
潟
県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規

則
 

新
潟
県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
4
0
年
新
潟
県

規
則

第
3
8号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
中
項
及
び
号
の
細
目
の
表
示
に

下
線

が
引

か
れ

た
項

及
び

号
の

細
目

（
以

下
「

削
除

項
等

」
と

い
う
｡
)を

削
る
。
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
中
下
線
が
引
か
れ
た
部
分
（
項

及
び

号
の

細
目

の
表

示
並

び
に

削
除

項
等

を
除

く
。

以
下

「
改

正
部
分
」
と
い
う
｡
)
に
対
応
す
る
同
表
の
改
正
後
の
欄
中
下
線
が
引
か
れ

た
部

分
（
以
下
「
改
正
後
部
分
」
と
い
う
｡
)
が
存
在
す
る
場
合

に
は
当

該
改

正
部

分
を

当
該

改
正

後
部

分
に

改
め

、
改

正
部

分
に

対
応
す
る
改
正
後
部
分
が
存
在
し
な
い
場
合
に
は
当
該
改
正
部
分
を
削
る
。
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
の
表
中
太
線
で
囲
ま
れ
た
部
分

を
次

の
表

の
改

正
後

の
欄

の
表

中
太

線
で

囲
ま

れ
た

部
分

に
改

め
る

。
 

改
正

後
 

改
正

前
 

 
（
入
居
者
の
資
格
）
 

第
１
条
の
1
5
 
（
略
）
 

２
 
条
例

第
８

条
第
１
項

第
２

号
に
規
定

す
る

規
則
で

定
め

る
特

に
居

住
の

安
定

を
図

る
必

要

が
あ
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

者
と

す
る
。

 

   
(
1
)
～

(
3
)
 
（
略
）
 

 
(
4
)
 
配
偶

者
か
ら
の

暴
力
被

害
者
の

公
営
住

宅
へ
の

入
居

に
つ

い
て

（
平

成
1
6
年

３
月

3
1
日

付
け
国
住
総
第
1
9
1
号
国
土
交
通
省
住
宅
局
長
通

知
）
に

定
め
る

優
先

入
居

を
認

め
ら

れ
る

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
を
受
け
た
被
害
者
 

          
(
5
)
～

(
1
2
) 

（
略
）
 

  

 
（

入
居

者
の
資

格
）

 

第
１

条
の

1
5
 
（

略
）

 

２
 
条

例
第

８
条

第
１

項
第
２

号
に
規
定

す
る

規
則
で
定

め
る

特
に
居
住

の
安

定
を
図
る

必
要

が
あ

る
者

は
、

次
の

各
号

の
い

ず
れ
か
に

該
当

す
る
者
と

す
る

。
た
だ
し

、
身

体
上
又
は

精

神
上

著
し

い
障

害
が

あ
る

た
め

に
常
時
の

介
護

を
必
要
と

し
、

か
つ
、
居

宅
に

お
い
て
こ

れ

を
受

け
る

こ
と
が

で
き

ず
、
又
は
受
け
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
を
除
く
。
 

 
(
1
)
～

(
3
)
 
（

略
）

 

 
(
4
)
 
次

の
い
ず

れ
か

に
該
当
す
る
者
 

  

ア
 
配

偶
者

か
ら

の
暴
力

の
防

止
及
び
被

害
者

の
保
護
等

に
関

す
る
法
律

（
平

成
1
3
年
法

律
第

3
1
号

。
以

下
こ
の

号
に
お

い
て
「

法
」
と

い
う
｡
)
第
３

条
第
３
項

第
３
号

（
法
第

2
8
条

の
２

に
お

い
て
準

用
す
る

場
合
を

含
む
｡
)
の
規
定

に
よ
る

一
時
保

護
又
は

法
第
５

条
（

法
第

2
8
条

の
２
に

お
い
て

準
用
す

る
場
合

を
含
む

｡
)
の

規
定
に
よ

る
保
護

若
し
く

は
母

子
生

活
支

援
施
設

に
よ
る
保

護
が

終
了
し
た

日
か

ら
起
算
し

て
５

年
を
経
過

し
て

い
な

い
者

 

イ
 
法

第
1
0
条
第

１
項
（
法
第
2
8条

の
２
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
｡
)

の
規

定
に

よ
り

裁
判
所

が
し
た
命

令
の

申
立
て
を

行
つ

た
者
で
あ

つ
て

、
当
該
命

令
が

そ
の

効
力

を
生
じ

た
日
か
ら
起
算
し
て
５
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者
 

 
(
5
)
～

(
1
2
) 

（
略

）
 

３
 
知

事
は

、
入

居
の

申
込
み

を
し
た
者

が
前

項
た
だ
し

書
に

規
定
す
る

者
に

該
当
す
る

か
ど

う
か

を
判

断
し

よ
う

と
す

る
場

合
に
お
い

て
必

要
が
あ
る

と
認

め
る
と
き

は
、

当
該
職
員

を
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（
管
理
の
特
例
）
 

第
4
2
条

 
条
例

第
6
3
条
第

１
項

の
規
定
に

よ
り

新
潟
県

住
宅

供
給

公
社

に
県

営
住

宅
及

び
共

同

施
設
の

管
理
を
行

わ
せ

る
場
合
（

以
下

「
新
潟
県

住
宅

供
給

公
社

に
よ

る
管

理
の

場
合

」
と

い
う
｡
)
に
お

け
る
第
１

条
の
1
5
第
２
項

第
９
号

、
第

３
条

第
１

項
か

ら
第

３
項

ま
で

、
第

７

条
第
５

項
、
第
９

条
第

１
項
、
第

４
項

及
び
第
５

項
、

第
1
0
条

、
第

10
条

の
２

、
第

11
条

第

２
項

、
第

12
条

、
第

13
条

、
第

1
4
条

第
１

項
か

ら
第

４
項

ま
で

、
第

16
条

た
だ

し
書

、
第

1
9

条
、
第

2
1
条
、
第

2
2
条

、
第

29
条

、
第

3
2
条
第
２

項
、

第
3
4
条

、
第

37
条

並
び

に
第

39
条

の

規
定
の

適
用
に

つ
い
て

は
、
こ

れ
ら
の

規
定
中

「
知

事
」

と
あ

る
の

は
､
｢
新

潟
県

住
宅

供
給

公
社
理
事
長
」
と
す
る
。
 

２
・
３
 
（
略
）
 

 別
記
 

第
１
号
様
式

（
第
３
条
関
係
）
 

県
営
住
宅
入
居
申

込
書

 

（
略
）
 

（
略
）
 

 

条
例

第

８
条

第

１
項

第

２
号

又

は
第

1
0

条
第

４

項
該

当

事
項
 

  

１
 

6
0
歳
以
上
 

２
 

生
活
保
護
 

３
 

中
国

残
留

邦
人

 

４
 

配
偶

者
暴

力

被
害

者
等

 

５
 

引
揚
者
 

６
 

炭
鉱

離
職

者
 

７
 
母

子
・
父
子

 
８

 
多

子
 

９
 

公
共

的
事

業
 

1
0
 

帰
国

被
害

者
等
 

1
1
ア

 
犯

罪
被

害
者

等
（

生
計

維
持

困
難

）
 

1
1
イ

 
犯

罪
被

害

者
等

（
居

住
困

難
）

 

1
2
ア

 
戦

傷
病

者
（
 

症
）
 

1
2
ア

 
原

爆
被

爆
者
 

1
2
ア

 
ハ

ン
セ

ン
病

療
養

所

入
所

者
等

 

1
2
ア

 
被

災
者
 

し
て

、
当

該
入

居
の

申
込

み
を

し
た
者
に

面
接

さ
せ
、
そ

の
心

身
の
状
況

、
受

け
る
こ
と

が

で
き

る
介

護
の
内

容
そ

の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
調
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

４
 
知

事
は

、
入

居
の

申
込
み

を
し
た
者

が
第

２
項
た
だ

し
書

に
規
定
す

る
者

に
該
当
す

る
か

ど
う

か
を

判
断

し
よ

う
と

す
る

場
合
に
お

い
て

必
要
が
あ

る
と

認
め
る
と

き
は

、
市
町
村

に

意
見

を
求

め
る
こ

と
が

で
き
る
。
 

  
（

管
理

の
特
例

）
 

第
4
2
条

 
条

例
第

6
3
条

第
１
項

の
規
定
に

よ
り

新
潟
県
住

宅
供

給
公
社
に

県
営

住
宅
及
び

共
同

施
設

の
管

理
を

行
わ

せ
る

場
合

（
以
下
「

新
潟

県
住
宅
供

給
公

社
に
よ
る

管
理

の
場
合
」

と

い
う

｡
)
に

お
け

る
第

１
条

の
1
5
第
３
項
及

び
第

４
項
、
第

３
条

第
１
項
か

ら
第

３
項
ま
で
、

第
６

条
第

７
号

、
第

７
条

第
５

項
、
第
９

条
第

１
項
、
第

４
項

及
び
第
５

項
、

第
1
0
条
、

第

1
0
条

の
２

、
第

1
1
条

第
２

項
、

第
1
2
条
、

第
1
3
条
、
第
1
4
条
第

１
項
か
ら

第
４

項
ま
で
、

第

1
6
条

た
だ

し
書

、
第

1
9
条

、
第

2
1
条
、
第
2
2
条

、
第
2
9
条

、
第

3
2
条
第
２

項
、

第
3
4
条
、

第

3
7
条

並
び

に
第

3
9
条

の
規

定
の

適
用
に
つ

い
て

は
、
こ
れ

ら
の

規
定
中
「

知
事

」
と
あ
る

の

は
､
｢
新

潟
県

住
宅

供
給
公
社
理
事
長
」
と
す
る
。
 

２
・

３
 
（

略
）

 

 別
記

 

第
１

号
様

式
（
第

３
条

関
係
）
 

県
営
住
宅
入
居
申
込
書
 

（
略

）
 

（
略

）
 

 

条
例

第

８
条

第

１
項

第

２
号

又

は
第

1
0

条
第

４

項
該

当

事
項

 

１
 
6
0
歳

以
上
 

２
 
生
活
保
護
 

３
 

中
国

残
留

邦
人
 

４
ア

 
配

偶
者

暴

力
被

害
者

等

（
保
護
）
 

４
イ

 
配

偶
者

暴
力

被
害

者

（
命

令
申

立
）

 

５
 
引
揚
者
 

６
 

炭
鉱

離
職

者
 

７
 
母
子
・
父
子
 

８
 
多

子
 

９
 

公
共

的
事

業
 

1
0
 

帰
国

被
害

者
等
 

1
1
ア

 
犯

罪
被

害

者
等

（
生

計
維

持
困
難
）
 



 

4
 

        

1
2
イ

 
身

体
障

害
者
（
 

級
）
 

1
2
イ

 
精

神
障

害
者
（
 

級
）
 

1
2
イ

 
知

的
障

害
者

 

1
2
ウ

 
シ

ッ
ク

ハ

ウ
ス

症
候

群
患

者
 

（
略
）
 

 

 
（
略
）
 

 
 

第
2
1
号
様
式

（
第
1
6
条
関
係
）
 県

営
住
宅
入
居
者
収

入
申

告
書
 

 
（
略
）
 

（
略
）
 

 
 

 

 
 

※
 

条
例
第
６
条

第
１

項
第

２
号

ア
又

は
イ

該
当

事
項

 

（
略
）
 

（
略
）
 

1
1
イ

 
犯

罪
被

害
者

等
（

居

住
困

難
）
 

1
2
ア

 
戦

傷
病

者
（
 
症
）
 

1
2
ア

 
原

爆
被

爆
者
 

1
2
ア

 
ハ

ン
セ

ン

病
療

養
所

入
所

者
等
 

1
2
ア

 
被
災
者
 

1
2
イ

 
身

体
障

害
者
（
 
級
）
 

1
2
イ

 
精

神
障

害
者
（
 
級
）
 

1
2
イ

 
知

的
障

害

者
 

1
2
ウ

 
シ

ッ
ク

ハ
ウ

ス
症

候

群
患

者
 

 
 

 

（
略

）
 

 

（
略

）
 

 
 

第
2
1
号

様
式
（
第

1
6
条

関
係
）
 県

営
住
宅
入
居
者
収
入
申
告
書
 

 
（

略
）

 

（
略

）
 

 
 

 

 
 

※
 
条
例
第
６
条
第
２
号
ア
、
イ
該
当
事
項
 

（
略
）
 

 
（

略
）

 

附
 
則
 

 
こ

の
規
則
は
、
令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る

。
 

 



 

5 
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